
２年目 

平成２１年度『自己啓発研修』の実施要項 

尚恵学園 

 
『ねらい』 

  これからの福祉事業はサービスの質の向上が最優先となる。それに対応す

るには制度に無くとも新たなサービスの開発や実践する自主的なる活動によっ

て均一、単一的な福祉サービスから脱皮し、多様且つ迅速なるサービスの提供

が重要になる。 
 そこで、平成２０年度に引き続き、職員に対し法人の独自事業として自己啓

発の研修を実施することとした。 
 
『研修の条件』 

① 常勤及びパート職員であること。 
② 研修期限は平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日までとする。希望す

る者は別紙研修申請書に記入し、平成２１年８月３１日までに提出を行い許

可をもらう。（寮長会議で決定） 
③ 原則、許可された研修の経済的・時間的な提供は勤務と見なすが研修費の限

度額は設ける。 
④ 研修の終了時には各自報告書を提出し、年度末に報告集を作成し全体会議及

び家族会で報告会を実施する。（平成２０年度分は夏季帰省中に計画） 
⑤ 研修の内容は自由とする。 
 
『期間：費用補助』 

 
【期間】 １日～５日間 
 
【費用補助】限度額１０万円 
 
『申請方法』 

① 別紙研修申込書へ記入し申請する。 
② 宛先  理事長宛 
③ 締め切り 平成２１年８月３１日 



自主研修申請書        Ｎｏ    

氏名      
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所属  

 

園長 

副園長 
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目的ねらい 

 

 

 

 

 

 

内容（具体的に） 

  

（場所） 名称 

      住所 

      連絡先 

 

 （受入条件） 

     

 （その他）＊添付資料など 

 

 

 

期間 

 

費用（概算） 

 

 

許可条件 

 申請Ｎｏ  に対して下記の通り許可します。 
平成２０年 月 日 理事長 印 

期間  
費用  
その他  
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no 

 
 
 

 


